
朝霞市監査委員告示第１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定による

請求について、同条第４項の規定により監査を実施したので、その結果を

別紙のとおり公表する。 

なお、別紙は、朝霞市監査委員事務局に備え置き、一般の供覧に供する。 
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第１ 監査の請求 

 

１ 請求人 住 所                   

氏 名        

 

 ２ 請求書の提出日  平成３１年４月５日 

 

３ 請求の内容（措置請求書の請求に係る箇所を原則、原文のまま記載し、事実証明書の記載 

は原則省略した。） 

 

朝霞市長に関する措置請求の要旨は以下のとおりである。 

 

第１ 請求の趣旨 

朝霞市長が、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第１条別表 

農業委員会の項中の下記の条項は、違法でありこれに基づく支出は、違法な公金の支出に 

当たる。 

よって、必要な措置を請求する。 

記 

月額報酬のほか、年額報酬として農業等の利用の最適化の推進の実績に応じ予算の範 

囲内で市長が定める額 

 

第２ 請求の理由 

１（１）朝霞市条例の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第１条

の別表農業委員会項中に、平成３１年３月２５日改正され付加された条項「月額報酬

のほか、年額報酬として農業等の利用の最適化の推進の実績に応じ予算の範囲内で市

長が定める額」（以下「本件改正条項」という）は、地方自治法２０３条の２第４項

（以下「本件法規」という）に反し違法である。 

（２）念のために地方自治法２０３条の２の該当部分を下記のとおり引用する。 

記 

１項 普通地方公共団体は、その委員会の委員に対し、報酬を支給しなければならな 

い。 

２項 前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、 

条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。 
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４項 報酬の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 

（３）以上のとおり、朝霞市は、農業委員会の委員に対し、報酬支払い義務がある。 

（４）本件法規は「報酬の額」を条例で定めることを規定している。本件年額報酬の定め 

方は、「報酬の額」として違法である。項を改め違法性を主張する。 

２ 「報酬の額」について 

（１）本件改正条項の「農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ」について 

報酬額の基準として、「農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ」るとしているが、 

基準として不明瞭である。報酬額は、明確であり、確定されなければならない。 

したがって、不明瞭、不確定であるので、報酬算定としては違法である。 

（２）本件改正条項の「予算の範囲内で市長が定める。」について 

市長が予算を超えて予算執行ができないのは、当然であり、本件改正条項は、報酬額 

については、定めがないということになる。報酬額の定めがない報酬規定は、違法であ 

る。 

３ 特別職の非常勤職員の報酬は、勤務、役務の対価であり、公法上の権利である。したが

って、勤務、役務の対価として、基準は明確であって、明確な報酬額でなければならない。

本件改正条項は、以上のとおり、不明瞭、不正確であって、本件法規に違反する。 

４ 報酬条例と予算の峻別 

本件改正条項は、特別職の非常勤公務員の報酬請求権の根拠となるものであり、予算を 

引用している。予算は市議会が財政民主主義の観点からの財政監督手段である。本件改正 

条項は、報酬条例と予算を混同し、予算でもって報酬額を定めている。予算は、特別職の 

非常勤公務員に権利を付与しない。 

５ 本件改正条項は、報酬が幾らになるのか、採決時には不明であった。このような白紙条

項の条例は違法である。 

６ 以上のとおり、本件改正条項に基づく支出の差し止め、支出後は、違法な公金の支出に

当たるので、その是正などについて、必要な措置を請求する。 

 

 

第２  請求の受理 

 

本件措置請求は、平成３１年４月５日付けで、「朝霞市職員措置請求書」（以下、「請求書」 

という。）として提出され、収受した。 

本件措置請求のうち、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表 

（第１条、 第３条関係）農業委員会の項中の「月額報酬のほか、年額報酬として農地等の利 
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用の最適化の推進の実績に応じ予算の範囲内で市長が定める額」は、地方自治法第２０３条 

の２第４項「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければなら 

ない。」の規定に反している。本件年額報酬の定め方は、「報酬の額」として違法でありこれ 

に基づく支出は、違法な公金の支出に当たる。という請求部分については、地方自治法第２ 

４２条第１項及び第２項で定める住民監査請求の要件を具備しているものと認め、平成３１年 

４月１１日、これを受理した。 

 

本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項に規定する住民監査請求であり、地方自治

法第７５条第１項の事務監査請求と異なり、監査の対象は、「当該地方公共団体の長、委員

会、委員又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為及び一定の怠る事実、個別具体的な財

務会計上の行為の是正を求めるもの」に限られている。 

この対象と不当と主張する議会の議決の関係については、昭和３７年３月７日最高裁判所

判決（昭和３１（オ）６１）によれば「住民の監査請求及び住民訴訟は、地方公共団体の公

金または財産に関する長その他の職員の行為を対象とするものであつて、議会の議決の是正

を目的とするものではない」としながらも、「長その他の職員の公金の支出等は、一方にお

いて議会の議決に基くことを要するとともに、他面法令の規定に従わなければならないのは

勿論であり、議会の議決があつたからというて、法令上違法な支出が適法な支出となる理由

はない」と判示されており、また地方財務実務提要（地方自治制度研究会編集）の中では、

「住民監査請求の対象となるのは、普通地方公共団体の長、委員会、委員又は職員の違法又

は不当な財務会計上の行為及び一定の怠る事実であり、議会の行為は請求の対象とはならな

い」、「議会の行為（条例の制定、予算その他の議決等）は、それが違法又は不当なものであ

ってもそれだけでは監査請求の対象とはならず、議会の行為に基づき執行機関の具体的な行

為をまってはじめてその対象となるもの」と示されている。 

更に、昭和２９年８月３１日福岡高等裁判所判決（昭和２９年（ネ）２５０号）では、「一

般原則として、地方議会は普通地方公共団体の意思決定機関であつて、議会の議決そのもの

は、それ自体として外部に対して直接法律上の効果を及ぼすものでない」、「議会の議決その

ものは執行機関の行う行政処分の前提要件たるに過ぎない」と示されている。 

これらに照らし、受理にあたっては、請求書の記載内容を整理し、平成３１年第１回朝霞

市議会定例会議案第１４号の議決自体の違法、不当の判断については、監査の対象外とし、

請求書及び事実証明書により確認した農業委員会委員への年額報酬の支給に係る予算執行

等財務会計上の行為の違法、不当について監査することとしたものである。 
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第３  監査の実施 

 

１  監査対象事項 

請求人が提出した請求書及び事実証明書から判断して、農業委員会委員への年額報酬の支

給に係る予算執行等財務会計上の行為に違法、不当があるのかを監査対象事項とした。 

 

２  監査対象部課 

市民環境部産業振興課（農業委員会事務局） 

 

３  監査方法 

次の方法により監査を行った。 

（１）請求人の陳述 

地方自治法第２４２条第６項の規定により、証拠の提出を求め、陳述の機会を請求人に

対し与えたところ、平成３１年４月２５日、朝霞市監査委員室において請求人が陳述を行

った。 

（２）関係職員の調査 

地方自治法第１９９条第８項の規定により、監査対象課に関係資料の提出を求めるとと 

  もに、平成３１年４月２４日に関係職員の調査を行った。 

下記「第４ 事実関係の確認」に掲げる事項等について、事実関係の調査を実施した。 

 

 

第４ 事実関係の確認 

 

監査対象課から提出された関係資料を調査するとともに関係職員の調査を行い、次のとお 

り事実関係を確認した。 

 

１ 条例改正の経緯 

平成２８年４月１日に改正された農業委員会等に関する法律において、農地等の利用の最 

適化の推進に関する事項に関する事務が農業委員会の必須事務に位置付けられたことに伴い、 

その実績に応じた報酬を定めるために、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に基づき、 

平成３１年第１回朝霞市議会定例会において、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用 

弁償に関する条例の一部を改正する条例を議案として提出し、原案可決の議決がなされた。 
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２ 条例改正の内容 

農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員会の委員報酬に農地等の利用の最適化 

の推進に関する事項に関する事務の実績に応じた報酬を追加した。 

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年朝霞市条例 

第２号）の一部を次のように改正する。 

 

別表農業委員会の項中 

4万 3,000円  4万 3,000円 

月額報酬の 
ほか、年額 
報酬として 
農地等の利 
用の最適化 
の推進の実 
績に応じ予 
算の範囲内 
で市長が定 
める額 

 

3万 9,000円 を 3万 9,000円 に改める。 

3万 6,000円 
 

3万 6,000円 
 

 

３ 要綱の制定 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表に定める農業委員 

会委員の年額報酬の支給方法等に関して必要な事項を定めた、朝霞市農業委員会委員の年 

額報酬に関する要綱を制定し、平成３１年４月１日に施行した。 

 

４ 条例に年額報酬の額を明記しなかった理由 

農業委員会委員への報酬額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部を改正する条例において、「月額報酬のほか、年額報酬として農地等の利用の最 

適化の推進の実績に応じ予算の範囲内で市長が定める額」としている。 

また、農林水産省が制定している農地利用最適化交付金事業実施要綱の活動実績に応じた 

交付金の単価に基づき、朝霞市農業委員会委員の年額報酬に関する要綱第３条において、 

「活動実績による報酬額は、日額６，０００円とする。」とし、報酬の支給に関しては、県 

からの年度の交付金が確定した後に、その活動に応じて支給する予定のため、朝霞市農業委 

員会委員の年額報酬に関する要綱第４条において「年度の交付金が決定した後、一括して支 

給する。」と定めている。 

この交付金は、国の予算の範囲内で配分されるため、申請額が国の予算額を超えた場合は、 

交付額が変動することが想定されること、本市では活動実績に応じた報酬の支払いを予定し 

ているが、今後、農林水産省が定める農地利用最適化交付金事業実施要綱に定める成果実績 

「                

 

 

 

 

 

                              

「                

 

 

 

 

 

                              
」               

 

 

 

 

 

                              

」       
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に応じた支払いに変更する場合、報酬額や範囲、内容を改めて追加するとともに、事業年度 

ごとにどれだけ成果をあげたかによって交付される額が変動するため、事前に金額を算定す 

ることが難しい状況であることから報酬額を予め定め難いため、「条例によって一定の基準 

の下に具体的・細目的事項を下位の法令に委任することは許容されるもの」とされた平成１ 

９年１０月３１日大阪高等裁判所判決（平成１９（行コ）１７）の判例や、県内市の報酬条 

例の整備状況を参考にして、報酬額を条例には定めずに要綱に委任したものである。 

 

５ 地方自治法第２０３条の２の規定に対する本条例改正の適法性  

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表農業委員会の項中に、 

地方自治法第２０３条の２第４項に基づく報酬額を定めず、朝霞市農業委員会委員の年額報 

酬に関する要綱で定めていることについては、「条例によって一定の基準の下に具体的・細目 

的事項を下位の法令に委任することは許容されるもの」とされた平成１９年１０月３１日大 

阪高等裁判所判決（平成１９（行コ）１７）の判例に基づき要綱に委任したものである。 

 

平成１９年１０月３１日大阪高等裁判所判決（平成１９（行コ）１７）の判例の抜粋 

・  給与条例主義においても，基本的事項の委任や白紙委任等は許されないとしても，条 

例によって一定の基準の下に具体的・細目的事項を下位の法令に委任することは，任命 

権者の恣意的な決定を排するものであって，かつ，給与条例主義の趣旨を没却するもの 

でない限り，当然に許容されるものと考えられる。 

・ 条例において報酬等の額及び支給方法についての基本的基準のみを定め，その具体的 

な決定を当該普通地方公共団体の長又は規則に委任することも，地方自治法２０３条， 

２０４条の２の各規定の許容するところであると解することにも十分な合理性が認めら 

れるものと考えられる。 

・ 本件条例は，１条において，条例の趣旨について，地方自治法２０３条に掲げる者（他 

の条例に特別の定めのある者を除く。以下「非常勤の職員」という。）に対し支給する 

報酬，費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めるものとすると規定 

し，２条において，本件条例１条の報酬は別表のとおりとするものと規定し，原判決別 

紙１のとおり，別表において区分欄に，市議会議長や行政委員会委員及び条例に基づく 

審議会委員等の６０の職種の常設的な非常勤の職員の区分ごとに報酬額を具体的に月額 

又は日額で定めており，最後にその区分の一つとして，「非常勤の嘱託員」が規定され， 

これに対応する報酬額は「月額２７万円又は日額１万２７００円の範囲内で任命権者の 

定める月額又は日額」と規定されている。３条以下には，年額又は月額による支給方法， 

死亡した場合の取扱い，旅費や費用等の支給について定めている。そして，同条例は， 
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９条において，この条例の施行について必要な事項は，市長が別に定めると規定してお 

り，同条の規定に基づき，専門委員及び非常勤の嘱託員の範囲及び報酬の支給額を定め 

ることを目的として，専門委員及び非常勤の嘱託員の範囲及び報酬に関する支給内規（支 

給内規）が定められている。 

・ これらの多種多様な非常勤の嘱託員の報酬について，すべてを条例で定めるとすれば， 

条例改正の必要が頻繁となり，かえって，瑣末な条例改正の審議のために限られた議会 

日程を割かざるをえない結果を生じ，逆に弊害をもたらすこともあり得ないではないと 

考えられる。 

このように，本件条例においては，法律・条例に根拠があり報酬額を予め確定し得る 

非常勤職員については直接に報酬額を定め，その他の非定型的・臨時的で報酬額を予め 

定め難い非常勤の嘱託員については，報酬の限度額，支給の方法その他の基本的な事項 

については条例に規定し，一定の限度額の範囲で任命権者に具体的な額の決定を委任し 

ているものであり，その外に別途本件要綱を制定しているのであるから，本件条例の規 

定する委任の在り方には，十分な合理性が認められるものであって，任命権者の恣意的 

な決定を排するものであり，かつ，前記(2)で説示した給与条例主義の趣旨を没却するも 

のではないと考えられるので，委任の限界を超えるものではなく当然に許容されるもの 

であるといわなければならない。 

なお，支給内規の別表第２記載の非常勤の嘱託員について具体的な報酬額を条例で予 

め定めることが困難でありまた不適当であって，上記の解釈が相当性を有することは， 

大阪府や府下の各市町村において非常勤の嘱託員について報酬額の具体的な支給基準を 

予め定めている条例を置く地方自治体が皆無であることからも推測されるところである。 

 

なお、陳述の際に請求人から申出のあった、地方自治法第２０３条の２第１項及び第２項 

については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び朝霞市農業 

委員会委員の年額報酬に関する要綱の定めに基づき、農業委員会委員へ報酬を支給すること 

としている。 

 

６ 予算執行等財務会計上の行為 

農業委員会委員への年額報酬は、年度末に県からの交付金の額が確定した後に、その活動 

に応じて支給する予定のため、現時点では、予算執行等財務会計上の行為は行われていない。 
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第５ 監査の結果 

 

本件措置請求については、監査委員の合議により次のとおり決定した。 

平成３１年第１回朝霞市議会定例会で可決された議案第１４号特別職の職員で非常勤のも 

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に係る、「月額報酬のほか、年額報 

酬として農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ予算の範囲内で市長が定める額」の支給が、 

違法、不当な予算執行等財務会計上の行為になるとは認められない。 

 

よって、本件措置請求には理由がないと判断し、棄却する。 

 

以下、順次判断理由について述べる。 

 

本件は、条例改正に基づき本年度末から予定される、農業委員会委員への年額報酬の支給に 

係る予算執行等財務会計上の行為に違法、不当があるのかを監査対象事項とした。 

請求人は、「地方自治法２０３条の２第４項は「報酬の額」を条例で定めることを規定して 

いる。本件年額報酬の定め方は、「報酬の額」としては違法である」、「報酬額の基準として、 

「農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ」るとしているが、基準として不明瞭である。報 

酬額は、明確であり、確定されなければならない。したがって、不明瞭、不確定であるので、 

報酬算定としては違法である。」、「市長が予算を超えて予算執行ができないのは、当然であり、 

本件改正条項は、報酬額については、定めがないということになる。報酬額の定めがない報酬 

規定は、違法である。」、「特別職の非常勤職員の報酬は、勤務、役務の対価であり、公法上の 

権利である。したがって、勤務、役務の対価として、基準は明確であって、明確な報酬額でな 

ければならない。本件改正条項は、以上のとおり、不明瞭、不正確であって、本件法規に違反 

する。」、「本件改正条項は、特別職の非常勤公務員の報酬請求権の根拠となるものであり、予 

算を引用している。予算は市議会が財政民主主義の観点からの財政監督手段である。本件改正 

条項は、報酬条例と予算を混同し、予算でもって報酬額を定めている。予算は、特別職の非常 

勤公務員に権利を付与しない。」、「本件改正条項は、報酬が幾らになるのか、採決時には不明 

であった。このような白紙条項の条例は違法である。」と主張している。 

しかしながら、請求人の摘示した地方自治法第２０３条の２のほか、同法第２０３条、第２ 

０４条の２などの各規定は給与条例主義を定めたものと解されるところ、給与条例主義は、基 

本的事項の委任や白紙委任等は許されないとしても、条例によって一定の基準の下に具体的・細目 

的事項を下位の法令に委任することは、任命権者の恣意的な決定を排するものであって、かつ、給 

与条例主義の趣旨を没却するものでない限り、当然に許容されるものと考えられる。 
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そして、条例において報酬等の額などについての基本的基準のみを定め、その具体的な決定

を当該普通地方公共団体の長又は規則に委任することも、地方自治法の各規定の許容するとこ

ろであると解することにも十分な合理性が認められるものと考えられる。 

本件についてこれをみると、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（以下「本件条例」という。）は，第１条及び別表で「月額報酬のほか、年額報酬として農地

等の利用の最適化の推進の実績に応じ予算の範囲内で市長が定める額」とし、報酬限度額を規

定したうえで、その具体的金額については市長が定めるものとしており、これを受けて、朝霞

市農業委員会委員の年額報酬に関する要綱（以下「本件要綱」という。）は、第２条で本件条

例別表に定める「実績」の内容を明らかにするとともに、第３条では、当該実績による報酬額

を日額６，０００円と定めている。この日額は、農林水産省が制定している農地利用最適化交

付金事業実施要綱の活動実績に応じた交付金の単価に基づいたものである。 

他方、本件条例は、具体的な報酬額まで規定しているものではない。しかし、農業委員会委

員の報酬は、農林水産省の農地利用最適化交付金事業実施要綱に基づき、国の予算の範囲内で

配分され交付するものであって、予算額を超えた申請額があった場合には交付額が変動するこ

とが予想される。また、本市では活動実績に応じた報酬の支払いを予定しているが、今後、農

林水産省が定める農地利用最適化交付金事業実施要綱に定める成果実績に応じた支払いに変

更する場合、報酬額や範囲、内容を改めて追加するとともに、事業年度ごとにどれだけ成果を

あげたかによって交付される額が変動することがある。そうすると、あらかじめすべてを条例

に規定することは非常に困難である。仮に全てを条例に定めるとすれば、交付額が変動する度

に条例改正の必要が頻繁となり、かえって、瑣末な条例改正の審議のために限られた議会日程

を割かざるをえない結果を生じ、逆に弊害をもたらすことになる。 

このように、農業委員会委員の報酬について具体的な金額を条例で予め定めることが困難又

は不適当であって、それゆえ本件条例が正当性を有することは、平成２８年７月に農林水産省

から委員報酬を農地利用最適化交付金の額の確定後に定める場合の条例イメージにおいて、条

例中に明文の規定を設けて市長に委任する旨の規定ぶりとなっていること、報酬条例を定めて

いる県内１６市のうち本市と同様に金額を条例に規定していない市が１５市あることからも

推測されるものである。 

以上からすると、本件条例においては、報酬額を予め定め難い非常勤職員について、報酬の

限度額については条例に規定し、一定の限度額の範囲で任命権者に具体的な額の決定を委任し

ているものであり、その外に別途本件要綱を制定しているのであるから、本件条例の規定する

委任の在り方には、十分な合理性が認められるものであって、任命権者の恣意的な決定を排す

るものであり、かつ、給与条例主義の趣旨を没却するものではないと考えられるので、委任の

限界を超えるものではなく当然に許容される。 
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なお、本件に類似した判例として、平成１９年１０月３１日大阪高等裁判所判決（平成１９ 

（行コ）１７）があるところ、その判示は本措置請求に対する判断についても妥当すると考え 

られることから、以下参考のためにこれを抜粋する。 

 

・ 給与条例主義においても，基本的事項の委任や白紙委任等は許されないとしても，条例に 

よって一定の基準の下に具体的・細目的事項を下位の法令に委任することは，任命権者の恣 

意的な決定を排するものであって，かつ，給与条例主義の趣旨を没却するものでない限り当 

然に許容されるものと考えられる。 

・ 条例において報酬等の額及び支給方法についての基本的基準のみを定め，その具体的な決 

定を当該普通地方公共団体の長又は規則に委任することも，地方自治法２０３条，２０４条 

の２の各規定の許容するところであると解することにも十分な合理性が認められるものと考 

えられる。 

・ 本件条例は，１条において，条例の趣旨について，地方自治法２０３条に掲げる者（他の 

条例に特別の定めのある者を除く。以下「非常勤の職員」という。）に対し支給する報酬， 

費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めるものとすると規定し，２条に 

おいて，本件条例１条の報酬は別表のとおりとするものと規定し，原判決別紙１のとおり， 

別表において区分欄に，市議会議長や行政委員会委員及び条例に基づく審議会委員等の６０ 

の職種の常設的な非常勤の職員の区分ごとに報酬額を具体的に月額又は日額で定めており， 

最後にその区分の一つとして，「非常勤の嘱託員」が規定され，これに対応する報酬額は「月 

額２７万円又は日額１万２７００円の範囲内で任命権者の定める月額又は日額」と規定され 

ている。３条以下には，年額又は月額による支給方法，死亡した場合の取扱い，旅費や費用 

等の支給について定めている。そして，同条例は，９条において，この条例の施行について 

必要な事項は，市長が別に定めると規定しており，同条の規定に基づき，専門委員及び非常 

勤の嘱託員の範囲及び報酬の支給額を定めることを目的として，専門委員及び非常勤の嘱託 

員の範囲及び報酬に関する支給内規（支給内規）が定められている。 

・ これらの多種多様な非常勤の嘱託員の報酬について，すべてを条例で定めるとすれば，条 

例改正の必要が頻繁となり，かえって，瑣末な条例改正の審議のために限られた議会日程を 

割かざるをえない結果を生じ，逆に弊害をもたらすこともあり得ないではないと考えられる。 

このように，本件条例においては，法律・条例に根拠があり報酬額を予め確定し得る非常 

勤職員については直接に報酬額を定め，その他の非定型的・臨時的で報酬額を予め定め難い 

非常勤の嘱託員については，報酬の限度額，支給の方法その他の基本的な事項については条 

例に規定し，一定の限度額の範囲で任命権者に具体的な額の決定を委任しているものであり， 

その外に別途本件要綱を制定しているのであるから，本件条例の規定する委任の在り方には， 
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十分な合理性が認められるものであって，任命権者の恣意的な決定を排するものであり，か 

つ，前記(2)で説示した給与条例主義の趣旨を没却するものではないと考えられるので，委任 

の限界を超えるものではなく当然に許容されるものであるといわなければならない。 

なお，支給内規の別表第２記載の非常勤の嘱託員について具体的な報酬額を条例で予め定 

  めることが困難でありまた不適当であって，上記の解釈が相当性を有することは，大阪府や 

  府下の各市町村において非常勤の嘱託員について報酬額の具体的な支給基準を予め定めてい 

  る条例を置く地方自治体が皆無であることからも推測されるところである。 

 

 

第６  監査委員の意見 

 

本件措置請求についての監査結果については、重複するが前述の昭和３７年３月７日最高 

  裁判所判決（昭和３１（オ）６１）の「住民監査請求は議会の議決の是正を目的とするもの 

ではない」とあるとおり、この是非については監査の対象外とし、他方の「議会の議決があ 

つたからというて、法律上違法な支出が適法な支出となる理由はない」という判示等を踏ま 

えて考察したものである。 

繰り返すが 

①  成果実績に応じて支給する年額報酬は、平成１９年１０月３１日大阪高等裁判所判決 

（平成１９（行コ）１７）の判決でも許容されているとおり「報酬額をあらかじめ定め 

がたい」ものであり 

②  また、条例にある「年額報酬として農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ予算 

の範囲内で市長が定める額」は、朝霞市農業委員会委員の年額報酬に関する要綱では、 

「報酬額」を日額６，０００円と定め、報酬の原資である国からの「農地利用最適化交 

付金」が決定した後、一括して支給すると規定されており、上記判決でも容認されてい 

るものと考える。 

本件に限らず、行政運営には市民の理解、協力を欠かすことはできない。そのためには、 

  引き続き、行政として担うべき説明責任を丁寧に果たし、市政の発展に努められていくこと 

を望む。 

 

 


